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自治体トイレカー災害時相互派遣に愾する協定（参加 ・離覧） 申請書

自治体ト イレ カー災害時相互派遣に 関する協定

ミ営協議会　宛

市別村名

首長佑

自治体ト イレ カー災害時相互派遣に 関す る協定に （参加・ 離脱）し たく 申請いた

しま す。

住　　　所

担售 部署

担售 希名

電話 番号

ＦＡＸ番号

訃トルア Ｆレス

自治体ト イレカー災害時相互派遣に 関す る協定

（目 的）

第１ 条　 この協定は、 トイ レカーを所有する 自治体（賢、下「協定団体」と いう 。） が、

協定団体の地域におい て、 地震、風水害その他の 災害が発圭した場合に 、友愛精

神に基づ き、 トイ レカ ーを迅速かつ Ｆ］ミ｜ 滑に相互派遣する こと を目 的に締結するも

のである。

（連絡担 售部局の戮置等）

第２ 条　協定回体は、 この協定の連絡を ［エＹ祗に行 うた め、 あらかじめ連絡担售部局

を定 め、 担燕責任者、 電話番号、電子メ ールアド レス その他連絡に必要な事項を

毎年度始 めに他の協定回体に周知す るも のと する。

（派遣の要請）

第３ 条　被災回体は、 応援が必要と判縦した とき は、 次に掲げる事項を獸らかに し、

前条の連絡担 售部局を適じ、ズ書に より 派遣 を要請す るも のと する 。た だし 、緊

急の場合には、電話、 ファ クシミリ 、電子メ ール等で要請 し、 後日 、速やかにズ

書を提鴇する もの とす る。

（１）被害の状竄恰、びキ請ミ朮１

（２）派遣場所‾攷びその場所への経路

（３）応援を必要 とする期間

（４）前各倚に掲げる もののほか、 特に必要な事項

（派遣の実施）

第４ 条　協定回体は、 前条に規定する囂遣の要請を受けた場合、虱能な範回でこれ

を実施するも のと する。

２　 前項によ り派遣さ れた トイ レカ ーは、原則放笑団体がル≡Ｆｊ する こと とする。た

だし、これにより 難いとき は、 被災回体と派遣した協定団体が協議の上定めるも

のと する 。（経費の負 担）

第５ 条　囂遣に回 した経費は、 万乗として被災団体が負祖する。ただし、これによ

り難いと きは 、被災回体と 派遣 した協定団体が協議の上定 める もの とす る。

（損害賠償蓼、び費鴇負担）

第６ 条　 派遣 した協定回体は、 被災団体の交返事故等によ る損害賠償費用、 被災

団体が故意若 しく は過失に より トイ レカ ーを毀損 し、 若し くは亡失 した こと によ

る罌、状回復費Ｊ≡目 又は被災団体が道路交通法等に違縦 したこと によ り生 じた費Ｊ≡目

を負担し たと きは、次 に掲げる 費Ｊ≡目 を除 き、 葹該費万ｊを被災回体 に求償す ること

ができる。

（１）派遣した協定回体が加入する 自動車損害賠償責任保険‾瓦び任意保険で補填

され る費用

（２）派遣した協定回体の責めに帰すべき事毎により 圭じた損害賠償費用



（協定ミ営協議会の設置）

第７ 条　 この協定のを営を鵈原に行 うた め、 協定ミ営協議会（八下 「協議会」とい

う。 ）を設置する。

（１ ）協議会 は、 すべての 協定団体で構成す る。

（２）協議会には幹事‾反び副幹事を置 くも のと し、 第１ 号の団体から互選によ り選

出するも のと する。

（３）前号の幹事蓼、び副幹事の任期は ２年 とし、再任は妨げない。

（４）協議会事務犒は、幹事の担当課内におき、 協議会の皀務を行 う。

２　 協議会の行う 業務 は、 八下のと おり とす る。

（１ ）こ の協定に参加または協定か ら離脱を希望する協定団体への鶚意

（２）二 の協定の運営 に係 る連絡‾反び調整

（３）その他、この協定の運営に関し必要な事項の決定

（協定への参加‾反び離脱）

第８ 条　 協定への参加‾反び離脱は、別紙様式の参加 ・離脱申 請書を協議会へ提ｍし、

售該申請書を協議会が受ました とき をも って賜意したもの とみなす。

２　 前条第１ 項第 ３号の幹事は、協定回体に異動があ った場合 は、 速やかに他の協

定団体に途知する。

（他の協定と の関係）

第９ 条　 この協定 は、 協定回体が既に締結し てい る協定‾反び個Ｓ Ｉ」 に締結する災害時

の相互派遣に 関す る協定を妨げない もの とす るｏ

（協定の実効性の確保）

第１ ０条　協定団体は、 平素 より 相互に交流・ 連携の推崔を 回り つつ 、二 の協定の

実効性の確保に努める もの とす る。

（協定に関する協議）

第１ １条　 この協定に定める もの のほ か、 自治体ト イレカー災害時相互派遣に Ｍし

必要な事項は、協議会が別に定める。

附　則

この協定 は、 令和 ５年 ３ナｊ３ ０日 から施行する。

この協定の締結を証するため、 本協定書を３ 逐作成し、協定団体が記名押印の上、

各自 その １通 を保有す る。

令和 ５年 ３Ｊ１　３　０　日

愛媛県宇和曁市長　　 岡原

兵庫県南 あわ じ市長　 守本　憲

長崎翳極算市長 古川　 譟ヨ
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